
第 ５ 号様式（第１１条第 ２ 項第 １ 号・第 ３ 号）

（あて先）八 千 代 市 長

により、次のとおり申請します。

※申請時の内容に変更が生じた場合は、必ず収集伝
　 票を持参の上、申請をして下さい。
※支払い方法には、便利な口座振替もあります。

し尿汲取
申　　　　 請 　　　　書

申請事項変更申請書

八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関す 　　　　　令和　●　　年　　　●　　月　　　●　　日 受
　
付　　る条例施行規則第11条〔 第１項 〕 　の規定 申

請
者

氏名　　(株)八千代市
第３項

住所　　八千代市大和田新田312-5
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・新規

・中止

・変更

年月日

令和　●　年

● 月 ● 日

申
　
請
　
区
　
分

⑴新規

⑵中止

⑶変更

中止理由

変更理由

⒅ ⒆ ⒇

転

出

転

居

浄

化

槽

公

共

下

水

取

壊

し

自

家
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理

そ

の

他

⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽⑷

氏 　　　名
⑴ 八千代　太郎　　　　　　　　　　　　勤　務　先
名　　　 称 Ｔ Ｅ Ｌ　　０４７　　（　４８３　）　1151

八千代市衛生センター　(名称)
⑷⑸⑾⒆

 八千代市大和田新田312-5
⑷⑸⑾⒆ カブシキガイシャ　ヤチヨシ

異動 ・ 請 請　求　先 (株)八千代市求先住所

⑴⑵⑶
住　　　所 八千代市　　大和田新田584-1

方
 

荘

⑴⑵⑶ ヤ チ ヨ　シ エ イ セ イ セ ン タ ー
氏　　　名

⒃住居
　 区分

・ 一戸建　（借家含む） ・ アパート　（共同便所）
⒄便槽
 　の数 1　個

⒅支払
　 方法

申
請
の
内
容
欄

⑿人数 　人
⒀汲取
   回数

　２　月

　　　１　回

⒁便槽の
   種　 類

本人払
・ 会社 ・ アパート　（個人便所）
・ 寮 ・ その他　（  仮設トイレ  ）
・ 店舗（　　　　　　　　　）

　・ 汲　　　取
　　 簡易水洗

⒂氏名
　 変更

　略図　（新規と住所変更の場合のみ記入してください。）

　
　別添地図のとおり

　汲み取り作業希望日：●月●日（中間汲取） 受　付　番　号 個　人　番　号

世　帯　番　号 人 ・ 従　区　分

《太線内のみ記入してください。》

処
理
欄

受付台帳 索引簿 収集伝票 入　　力

　備考

汲み取り現場の住所を記入 汲み取り現場の名称を記入

納入通知書の

送付先住所を記入
納入通知書の

送付先宛名を記入

該当する区分に〇を

してください

担当者の氏名と

電話番号を記入

記 入 例
※事業者等

(仮設トイレ）

汲み取り作業希望日を記入してください。

また、初回汲み取り作業が「中間汲取」(＊1)か「最終汲取」(＊2)のどちらで

あるかを記入してください。

申請書が到着してから汲み取り作業までは１～２週間程度いただいております。

※汲み取り作業日はご希望に添えない場合があります。

作業日の調整は（公社）船橋市清美公社（047-459-0067）へご連絡ください。

＊1 中間汲取 ･･･ 初回汲み取り作業以降に汲み取り作業がある場合

＊2 最終汲取 ･･･ 初回汲み取り作業のみで終了する場合

汲み取り作業現場の場所が分かる地図を添付

してください。

また、鍵が設置されていて作業前に開錠が必

要な場合などはその旨を記入してください。


